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令和６年度第１回小樽市障がい児・者支援協議会（全体会議）概要 

 

 開催日時：令和６年５月２９日（水）１５時００分～１６時１７分 

 開催場所：小樽市役所第２委員会室（別館３階） 

 参 加 者：別紙委員名簿のとおり 

 配付資料：別添資料のとおり 

 

≪内  容≫ 

以下、開催内容を要約 

 

〇開会 

・配布資料の確認 

 ・書面参加委員の報告 

 

〇委嘱状交付 

 ・小樽市福祉保険部長から出席委員へ 

  （書面参加委員については、後日郵送） 

 

～進行：福祉保険部長～ 

 

〇議題（１）会長及び副会長の選出について 

会長及び副会長について、立候補・推薦を確認したが、御意見等が無いため、事務局

から、会長に金子委員、副会長に石ケ森委員を提案 

（事務局案どおり選任） 

 

～進行：金子会長～ 

 
〇議題（２）令和６年度小樽市障がい児・者支援協議会運営体制について 

  資料１（１頁）に基づき、障害福祉担当主幹より説明  
   （事務局会議を休止し、機能を幹事会の相談等経験交流コーナーに統合） 
  ～委員からの発言なし～ 

  事務局案どおり承認 

 

○議題（３）（４）令和６年度委託相談支援事業所及び協議会各専門部会の事業計画につ

いて 

各専門部会の代表者が相談支援事業所の事業計画と所属している専門部会の事業計

画を、障害福祉担当主幹がそれ以外の相談支援事業所の事業計画を資料１（２～４３頁）

に基づき報告 
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地域生活サポート部会：さぽーとひろば（２～１２頁） 

福祉いどばた部会：四ツ葉（１５～２１頁） 

就労支援部会：かるく（２６～３２頁） 

こども支援部会：小樽市こども発達支援センター（３５～４１頁） 

障害福祉担当主幹（１３～１４、２２～２５、３３～３４、４２～４３頁） 

 

～委員からの質問、意見～ 

（松井委員） 

資料１の相談者登録状況について、障がい種別の判断基準や件数の集計方法により、

評価が変わってくるので、取扱を統一し、各相談支援事業所の共通認識を醸成してもら

いたい。 

 

（松井委員） 

  現在、小樽市内にピアサポーターは何名いるのか、御教示願いたい。 

（浦部委員） 

  後志圏域で１０名、小樽市内で２名 

 

（松井委員） 

  こども支援部会の活動報告にあったアンケート結果の主な特徴を示していただきた

い。 

（こども発達支援センター所長） 

  手元に詳細資料がないため、後日、お知らせします。 

 

（松井委員） 

ペアレントメンターの受付窓口の更なる周知のため、「広報おたる」に常時掲載をお

願いしたい。 

（こども発達支援センター所長） 

  紙面が限られている中で、常時掲載は難しいと思うが、可能な範囲で努力したい。 

 
～令和６年度委託相談支援事業所及び協議会各専門部会の事業計画については、報告、

説明どおり承認～ 
 

○議題（５小樽市地域生活支援拠点等事業所登録について 

資料２に基づき、障害福祉担当主幹より説明 

  ～委員からの発言なし～ 

～小樽市地域生活支援拠点等事業所登録については、説明どおり承認～ 
 

○議題（６）令和６年度における障害者関連施策の充実について 
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障害福祉担当主幹より説明（資料なし） 

□第７期小樽市障がい福祉計画、第３期小樽市障がい児福祉計画の実施初年度であ

り、的確にニーズを把握し、優先度が高いものから施策の充実を検証したい。 

□新規事業として、「代筆・代読支援員派遣事業」の開始を予定している。 

 

  ～委員からの発言なし～ 

  ～説明のとおり確認～ 

 

〇議題に関して、書面参加委員からの意見等の確認 

  ～事務局から意見等がなかったことを報告～ 

 

〇議題全体を通して意見等を確認 

 
（光増委員） 

資料 1 の全体活動目標に虐待防止法の周知啓発とあることに関連して、令和５年度の

虐待通報の実績をお知らせいただきたい。 
（事務局） 
  通報実績はありましたが、手元に詳細な資料がないため、後日、お知らせします。 
 
（松井委員） 

  就労支援部会の研修で、一般企業からのプレゼンテーションがあったとの報告があっ

たが、差し支えない範囲で内容をお知らせ願いたい。 

（かるく） 

  ちらし印刷などを手掛けるデザイン会社経営者を含む方々が新たに設立する予定の

団体からのプレゼンテーションで、市内でポスティング業務の受け皿が減少している中

で、就労支援事業所に紹介するものです。 

（金子会長） 

そうしたことは、工賃向上にも寄与する側面があると思います。 

 

（浅田委員） 

  平成２６年から障がい者の法定雇用率が定められているが、その達成に向けての具体

的な方策があれば、伺いたい。 

（宮谷委員） 

  公共職業安定所では、従前から、雇用率達成に向けて個別に事業所を訪問し、障がい

者の雇用求人をもらい、求職者に紹介している。今後も、日々のやることに変わりはな

い。なお、範を示すという意味合いで、官公庁での達成を目指しているところです。 
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○その他 

～各委員からの意見・質問、事務局からの報告なし～ 

 

○閉会 

 

 

〇補足報告 

（こども支援部会） 

アンケート結果概要については、補足資料により提示 

（事務局） 

 令和５年度の虐待通報実績：２３件 

 

 


